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災害救助法の一部を改正する法律案の概要

災害救助法

法案の概要

一定規模の災害に際しては、避難所の設置や応急仮設住宅の供与等の救助を都道府
県知事が行うとともに、救助に要した費用の一部を、国が負担することを規定。
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※都道府県は、
救助実施市（指定都
市の中から指定）以外
の市町村における救助
に注力できる

施行期日 平成31年４月１日

最大2,700万人(全国20指定都市の総人口)の被災者の救助を迅速かつ円滑に行える
ようになるとともに、その他の市町村の被災者の救助も迅速化されるという効果が期待できる。

改正効果

※ 災害対策基本法第72条第１項に定める都道府県知事の指示権等について、変更は
なし。

災害救助の円滑かつ迅速な実施を図るため、救助実施市が自らの事務として被災者の
救助を行うことを可能にする制度を創設。
１．救助実施市の指定
内閣総理大臣は、申請に基づき、防災体制や財政状況等を勘案し、救助実施市※を
指定するものとする。また、指定に際しては、内閣総理大臣はあらかじめ都道府県知事の
意見を聴くものとする。

２．都道府県による調整
都道府県知事は、救助に必要となる物資（食料や住宅資材等）の供給等が適正かつ
円滑に行われるよう、救助実施市の長及び物資の生産等を業とする者その他の関係者と
の連絡調整を行うものとする。
３．災害救助基金
救助実施市は、救助費用の財源に充てるため、都道府県と同様に災害救助基金を積
立てておかなければならないこととする。

※ 指定都市を指定、具体的な基準は内閣府令で規定。

＜改正後＞
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